
 4月分 ※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

1 情報政策室
電子申込システム運用
保守業務

電子申込システムの保守
業務

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

(令和4年4月1日)

大阪市北区堂島3丁目1番21号
（株）エヌ・ティ・ティ・データ関西

6,600,000円

本システムは、本市用にカスタマイズを施しており、保守につ
いてもシステム構築業者の特殊な技術・知識が必要となるた
め。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

2 情報政策室
基幹系システム用セン
タープリンタ（平成27年度
調達分）保守業務

基幹系システム用機器の
保守業務

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

（令和4年4月1日）

大阪府吹田市江の木町３４番
５号
リコージャパン（株）
販売事業本部　大阪支社　北大
阪営業部

3,885,459円

本機器は当該業者製であり、本保守業務の履行では特殊な
技術や知識が必要とされるため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

3 情報政策室
基幹系システム用サー
バ等（新基盤分）保守業
務

基幹系システム用サーバ
等（機器に付随するソフト
ウェアを含む）の保守業
務

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

（令和4年4月1日）

大阪市中央区城見１丁目４番
２４号
日本電気（株）関西支社

75,701,076円

本機器は当該業者製であり、本保守業務の履行では特殊な
技術や知識が必要とされるため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

4 情報政策室
基幹系システム用セン
タープリンタ（平成28年度
調達分）保守業務

基幹系システム用機器の
保守業務

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

（令和4年4月1日）

大阪府吹田市江の木町３４番
５号
リコージャパン（株）
販売事業本部　大阪支社　北大
阪営業部

3,179,000円

本機器は当該業者製であり、本保守業務の履行では特殊な
技術や知識が必要とされるため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

5 情報政策室 LAN関係運用支援業務
庁内ネットワーク等の運
用に係る支援業務

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

（令和4年4月1日）

大阪市北区堂島浜１丁目２番
１号
（株）日立システムズ　関西支社

4,224,000円

LAN運用における障害の切り分けや対策支援は、本市LANの
設計・構築業者である当該業者の特殊な技術・知識を必要と
するため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

令和４年度　随意契約一覧表（行政経営部）



 4月分 ※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

6 情報政策室 ネットワーク機器賃貸借
庁内ネットワークに係る
機器等の賃貸借

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

（令和4年4月1日）

大阪市北区堂島浜１丁目２番
１号
（株）日立システムズ　関西支社

32,563,152円

当該業者は本市ネットワークの設計・構築業者であり、庁内の
ネットワーク環境を維持するためには、当該業者の特殊な技
術及び知識が必要となるため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

7 情報政策室
庁内データ総合共有活
用システムアプリケー
ション保守業務

庁内データ総合共有活用
システムアプリケーション
の保守業務

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

（令和4年4月1日）

大阪市中央区北久宝寺町４－４
－７　VPO本町セントラル６階
シーレイシステム（株）

5,042,400円

本アプリケーションは本市用にカスタマイズを施しており、保
守についてはシステムの構築業者である当該業者の特殊な
技術・知識が必要となるため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

8 情報政策室
インターネットデータセン
ター（IDC）運用業務

吹田市ホームページを運
用しているデータセンター
の運用に係る業務

令和4年4月1日から
令和5年1月31日まで

（令和4年4月1日）

大阪市中央区北久宝寺町４－４
－７　VPO本町セントラル６階
シーレイシステム（株）

4,150,850円

ホームページ管理システムの一部である本業務は、当該シス
テムのアプリケーション保守業務と、運用上密接な知識を必
要とするため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

9 情報政策室

吹田市セキュリティ強化
対策用機器等（平成28年
度調達分）賃貸借（再
リース分）

吹田市セキュリティ強化
対策用機器の賃貸借

令和4年4月1日から
令和4年5月31日まで

（令和4年4月1日）

大阪府大阪市中央区城見
１丁目４番２４号
NECキャピタルソリューション
（株）

3,466,650円

新たにセキュリティ強化対策システムが稼働するまで契約を
延長するもので、現行のリース業者しか提供することが出来
ないため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

10 情報政策室
チャットツール（LoGo
チャット）サービス

LGWAN環境及びインター
ネット環境の両面からア
クセスできるチャットツー
ルサービス利用及び運用
業務

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

（令和4年4月1日）

大阪府貝塚市脇浜４丁目２番
22号
（株）　南大阪電子計算センター

7,392,000円

本業務は、大阪市町村スマートシティ推進連絡会議が選定し
た事業者と本市との間で契約を行うものであり、他の事業者と
契約することはできないため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

令和４年度　随意契約一覧表（行政経営部）



 4月分 ※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

11 情報政策室
電子申込システムキャッ
シュレス決済導入業務

電子申込システムへの
キャッシュレス決済機能
導入業務

令和4年4月22日から
令和4年8月31日まで

（令和4年4月22日）

大阪市北区堂島3丁目1番21号
（株）エヌ・ティ・ティ・データ関西

2,695,000円

本システムは当該業者製であるため、キャッシュレス決済機
能追加には当該業者の特殊な技術・知識が必要であるため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

12 情報政策室
行政手続オンライン化支
援業務

行政手続のオンライン化
実現に向けた調査分析・
取組方針提案等の支援
業務

令和4年4月15日から
令和5年3月31日まで

（令和4年4月15日）

大阪市中央区今橋四丁目１番
１号
有限責任監査法人トーマツ　大
阪事務所

11,847,000円

行政手続きの電子化に向けた支援に係る本業務の履行にあ
たっては、別契約を締結しているCIO補佐業務と密接な関連
性を有していることから、当該別契約の受託者である当該業
者に履行させる方が効率的であり、経費面で有利であるた
め。
（随意契約ガイドラインの令第１６７条の２第１項第６号　【物
品・委託役務関係業務】（２）に該当）

 5月分 ※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

1 情報政策室

吹田市各拠点間通信等
サービス提供業務（音声
系データ通信系システム
（北千里小学校跡地分）
賃貸借）

北千里小学校跡地に設
置する本市図書館等で利
用する音声系及びデータ
通信系システムについ
て、本庁との専用通信網
に必要な機器等及び
サービス提供業務（構
築、接続機器の賃貸借及
び運用保守を含む）

令和5年2月1日から
令和8年2月28日まで

（令和4年5月9日）

大阪市中央区平野町２丁目３番
７号
ＮＴＴ・ＴＣリース（株）　関西支店

3,203,090円

現在、出先拠点における情報通信のために必要なWAN（Wide
Area Network）網及びネットワーク基盤の構築とサービス提供
について、当該業者と長期継続契約を締結しており、本件出
先拠点の追加は当該業者でなければ対応ができないため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

2 情報政策室
吹田市セキュリティ強化
対策システム業務（運
用・保守業務）

セキュリティ強化対策シ
ステムのハードウェア及
びソフトウェアの運用・保
守業務

令和4年6月1日から
令和5年3月31日まで

（令和4年5月19日）

大阪府大阪市中央区本町
２丁目１番６号
NECフィールディング（株）　大阪
支店

7,914,500円

本機器は当該業者製であり、本保守業務の履行では特殊な
技術や知識が必要とされるため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

令和４年度　随意契約一覧表（行政経営部）



 6月分 ※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

1 企画財政室
吹田市第４次総合計画
中間見直し等支援業務

吹田市第４次総合計画中
間見直し及び第２期吹田
市まち・ひと・しごと創生
総合戦略等策定に係る
支援業務

令和4年6月20日から
令和6年3月31日まで

（令和4年6月20日）

大阪市北区梅田２丁目５番25号
三菱UFJ リサーチ＆コンサル
ティング（株） 大阪

16,819,000円

本業務は計画見直しに係る調査や立案など、高度な知識と豊
富な実績が必要となることから、プロポーザル方式により契約
候補者を選定したため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

2 情報政策室
施設予約システム構築
業務（施設追加分）

施設予約システムにて予
約できる施設を追加する
業務

令和4年6月15日から
令和5年3月31日まで

（令和4年6月15日）

大阪市北区中之島３-２-４
（株）ニッセイコム
公共システム事業部

5,027,000円

本システムは当該業者製であるため、システムの改修には当
該業者の特殊な技術・知識が必要であるため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

 7月分 ※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

1 情報政策室
基幹系システムEdge対
応業務

基幹系システムの標準ブ
ラウザをEdgeに変更する
に当たり、GPO設定、マス
タ端末の設定及び各室課
のEdge対応作業をフォ
ロー

令和4年8月1日から
令和5年3月31日まで

（令和4年7月29日）

大阪市中央区城見１丁目４番
２４号
日本電気（株）関西支社

16,687,000円

本システムは当該業者製であるため、各種設定作業を行うに
あたり当該業者の特殊な技術及び知識が必要なため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

2 情報政策室
SA系及びSJ系ネットワー
ク機器設定業務（令和４
年度増設分）

事務なび系端末の増設
及び基幹系システム用端
末の増設に伴った、SA
ネットワーク、SJネット
ワーク用機器の設定作業

令和4年9月1日から
令和4年12月31日まで

（令和4年7月27日）

大阪市北区堂島浜一丁目２番
１号
（株）日立システムズ関西支社

6,171,000円

本市ネットワークは当該業者製であるため、庁内のネットワー
ク環境を維持するためには、当該業者の特殊な技術及び知
識が必要なため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

令和４年度　随意契約一覧表（行政経営部）



 7月分 ※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

3 情報政策室
SA系及びSJ系ネットワー
ク機器更新業務（令和４
年度更新分）

SA系及びSJ系のネット
ワーク機器のうち保守期
限（導入後５年）を迎える
ことに伴う機器等の更新
業務

令和4年8月1日から
令和5年3月31日まで

（令和4年7月27日）

大阪市北区堂島浜一丁目２番
１号
（株）日立システムズ関西支社

6,699,000円

本市ネットワークは当該業者製であるため、庁内のネットワー
ク環境を維持するためには、当該業者の特殊な技術及び知
識が必要なため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

4 情報政策室
吹田市本庁高層棟３階
ラック移設業務

高層棟３階フロアの工事
に伴うネットワークラック
及びネットワーク機器の
移設作業

令和4年7月30日から
令和4年9月30日まで

（令和4年7月25日）

大阪市北区堂島浜一丁目２番
１号
（株）日立システムズ関西支社

3,348,290円

本市ネットワークは当該業者製であるため、庁内のネットワー
ク環境を維持するためには、当該業者の特殊な技術及び知
識が必要なため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

 8月分 ※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

1 情報政策室
共通基盤システム標準
化対応支援業務

自治体情報システムの標
準化・共通化に向けたコ
ンサルティングによる支
援業務

令和4年8月1日から
令和8年3月31日まで

（令和4年8月1日）

大阪府大阪市中央区今橋
四丁目１番１号淀屋橋三井ビル
ディング
有限責任監査法人トーマツ　大
阪事務所

79,992,000円

本件業務に係るプロポーザル方式を実施したところ、当該業
者が最優秀提案事業者となったため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

９月は公表の対象となる契約はありません。

令和４年度　随意契約一覧表（行政経営部）



 10月分 ※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

1 情報政策室
共通基盤システム新OS
（RHEL8.4）対応業務

共通基盤上に払出し可能
なOSとして、Red Hat
Enterprise Linux 8.4を追
加する業務

令和4年10月1日から
令和5年1月31日まで

（令和4年10月1日）

大阪市中央区城見１丁目４番
２４号
日本電気㈱関西支社

6,050,000円

共通基盤システムは当該業者製であり、本業務を行うにあた
り当該業者の特殊な技術及び知識が必要なため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

2 情報政策室
共通基盤システム構築
業務（令和４年度第２期
仮想化対応）

福祉総務室が実施してい
る災害時要援護者避難
支援システム構築に伴う
共通基盤上のシステム連
携、サーバOS払出、共通
機能構築業務

令和4年11月1日から
令和4年11月30日まで

（令和4年10月31日）

大阪市中央区城見１丁目４番
２４号
日本電気㈱関西支社

4,463,800円

共通基盤システムは当該業者製であり、本業務を行うにあた
り当該業者の特殊な技術及び知識が必要なため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

11、12月は公表の対象となる契約はありません。

1月分 ※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

1 情報政策室
令和４年度無停電電源
装置（UPS）有寿命部品
交換業務

無停電電源装置（UPS）
の有寿命部品交換

令和5年1月27日から
令和5年3月31日まで

（令和5年1月27日）

大阪市北区堂島浜１丁目２番
１号
㈱日立システムズ　関西支社

3,784,000円

本装置は当該業者製であり、特殊な技術又は固有の部品等
を用いて設計・施工した設備の部品交換にあたるため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

２月は公表の対象となる契約はありません。

令和４年度　随意契約一覧表（行政経営部）



 3月分 ※本表において、「令」とは「地方自治法施行令」を指します。

№ 契約担当室課 契約名称 契約内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由

1 企画財政室 包括外部監査

地方自治法第２条第１４
項及び第１５項の規定の
趣旨を達成するため、包
括外部監査人の監査を
受けるとともに、監査に関
する報告を受けること

令和５年４月１日から
令和６年３月31日まで
（令和５年３月23日）

弁護士
久保井　聡明

12,100,000円

外部監査契約を締結できる者については、地方自治法第252
条の28第１項において、弁護士や公認会計士などの要件に
係る規定があり、高度な専門知識や豊富な経験・ノウハウを
有する者を想定している。そのため、選定に当たっては、価格
のみによる入札等によることは適さず、広く応募者から提案を
受けた上で、その提案内容を通して総合的に判断することが
適当であり、公募型プロポーザル方式により契約候補者を選
定したため。
（随意契約ガイドラインの令第167条の２第１項第２号の（１）
【物品・委託役務関係業務】カ　に該当）

令和４年度　随意契約一覧表（行政経営部）


